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各位 

株式会社カナモト 

（９６７８ 東証第 1 部 札証） 

代表取締役社長 金 本 哲 男 

<資料に関するお問合せ先> 

執行役員総務部長・広報室長 廣 瀨    俊 

電話：011-209-1631 

 

海外子会社の増資（特定子会社化）に関するお知らせ 
  

当社は、オーストラリアの当社子会社である Kanamoto Australia Holdings Pty Ltd（以下、「当該子会社」という。）

の増資を引き受けることを決議いたしました。本増資により、当該子会社の資本金の額が当社資本金の額の 100 分

の 10 以上に相当し、当社の特定子会社に該当することとなりましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本増資の理由  

この度の増資は、オーストラリアで建設機械レンタル・土木公共工事・専門オペレーター派遣・ガス施設工事事業

を展開している豪州企業グループの株式を取得する為のものであります。なお、買収の詳細につきましては、本日付

けで別途開示しております「豪州企業グループの株式取得に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．当該子会社の概要 

（１） 名称 Kanamoto Australia Holdings Pty Ltd. 

（２） 所在地 Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place Sydney NSW 2000 Australia 

（３） 代表者 Tetsuo Kanamoto, Director （当社代表取締役社長） 

（４） 事業内容 資産管理(持株会社) 

（５） 設立年月日 2020 年 8 月 31 日 

（６） 事業年度の末日 6 月 30 日 

（７） 増資前の資本金 10,000 豪ドル   

 

３．増資の内容 

（１） 増資金額 76,000,000 豪ドル 

（２） 増資完了日 2020 年 9 月中 

（３） 増資後の資本金 76,010,000 豪ドル 

（４） 増資後の出資比率  

株主 保有株式数 保有割合 

株式会社カナモト 76,010,000 株 100.00％ 

 

４．業績への影響 

本株が 2020 年 10 月期連結業績に与える影響については軽微であります。 

 

以上 


